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附
属
書
Ⅰ

注
釈

１

こ
の
附
属
書
の
各
締
約
国
の
表
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
義
務
の
一
部
又
は
全
部
に
服
さ
な
い
各
締

約
国
の
現
行
の
措
置
に
つ
い
て
、
第
九
・
十
二
条
（
適
合
し
な
い
措
置
）
及
び
第
十
・
七
条
（
適
合
し
な
い
措
置
）
の
規
定

に
従
っ
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
九
・
四
条
（
内
国
民
待
遇
）
又
は
第
十
・
三
条
（
内
国
民
待
遇
）

(a)

第
九
・
五
条
（
最
恵
国
待
遇
）
又
は
第
十
・
四
条
（
最
恵
国
待
遇
）

(b)

第
九
・
十
条
（
特
定
措
置
の
履
行
要
求
）

(c)

第
九
・
十
一
条
（
経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
）

(d)

第
十
・
五
条
（
市
場
ア
ク
セ
ス)

(e)

第
十
・
六
条
（
現
地
に
お
け
る
拠
点
）

(f)
２

各
表
の
留
保
事
項
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。
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分
野
。
「
分
野
」
に
は
、
当
該
留
保
事
項
が
対
象
と
す
る
分
野
を
示
す
。

(a)

小
分
野
。
「
小
分
野
」
に
は
、
記
載
す
る
場
合
に
は
、
当
該
留
保
事
項
が
対
象
と
す
る
個
別
の
小
分
野
を
示
す
。

(b)

産
業
分
類
。
「
産
業
分
類
」
に
は
、
記
載
す
る
場
合
に
は
、
適
合
し
な
い
措
置
の
対
象
と
な
る
活
動
で
あ
っ
て
、
暫
定

(c)
的
な
中
央
生
産
物
分
類
（
統
計
文
書
Ｍ
第
七
十
七
号
、
国
際
連
合
国
際
経
済
社
会
局
統
計
部
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
千
九
百

九
十
一
年
）
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て
「
Ｃ
Ｐ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
Ｃ
Ｐ
Ｃ
番
号
の
下
で
行
わ

れ
る
も
の
を
示
す
。

関
連
す
る
義
務
。
「
関
連
す
る
義
務
」
に
は
、
１
に
規
定
す
る
義
務
で
あ
っ
て
、
第
九
・
十
二
条
（
適
合
し
な
い
措

(d)
置
）
１

及
び
第
十
・
七
条
（
適
合
し
な
い
措
置
）
１

の
規
定
に
従
っ
て
、
各
締
約
国
の
表
の
注
釈
に
示
さ
れ
る
と
お

(a)

(a)

り
に
、
掲
げ
ら
れ
た
措
置
に
適
用
し
な
い
も
の
を
特
定
す
る
。

政
府
の
段
階
。
「
政
府
の
段
階
」
に
は
、
掲
げ
ら
れ
た
措
置
を
維
持
す
る
政
府
の
段
階
を
示
す
。

(e)

措
置
。
「
措
置
」
に
は
、
当
該
留
保
事
項
が
対
象
と
す
る
法
令
そ
の
他
の
措
置
を
明
示
す
る
。
「
措
置
」
の
事
項
に
記

(f)
載
す
る
措
置
は
、

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
お
い
て
改
正
さ
れ
て
お
り
、
継
続
し
て
お
り
、
又
は
更
新
さ
れ
て
い

(i)

る
措
置
で
あ
り
、
ま
た
、

当
該
措
置
の
委
任
を
受
け
て
採
用
さ
れ
、
又
は
維
持
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
適
合
す
る

(ii)
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補
助
的
な
措
置
を
含
む
。

概
要
。
「
概
要
」
に
は
、
各
締
約
国
の
表
の
注
釈
に
示
さ
れ
る
と
お
り
に
、
適
合
し
な
い
措
置
を
記
載
し
、
又
は
当
該

(g)
留
保
事
項
が
対
象
と
す
る
措
置
の
一
般
的
な
、
か
つ
、
拘
束
力
の
な
い
概
要
を
記
載
す
る
。

３

第
十
・
六
条
（
現
地
に
お
け
る
拠
点
）
と
第
十
・
三
条
（
内
国
民
待
遇
）
は
別
個
の
規
律
で
あ
り
、
第
十
・
六
条
に
の
み

適
合
し
な
い
措
置
に
つ
い
て
は
、
第
十
・
三
条
を
留
保
す
る
必
要
は
な
い
。


